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「指定介護老人福祉施設」重要事項説明書 

  

社会福祉法人おもと会 

特別養護老人ホームおもと園 
 

 

 

 
 

当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供さ

れるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
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当施設は介護保険の指定を受けています。 

（沖縄県指定 第 4770101816号） 
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この重要事項説明書は、社会福祉法人おもと会が運営する指定介護老人福祉施設において

提供する、施設入所支援ならびに指定介護福祉施設サービスについて利用契約の締結を希望

される方に対して、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームであって、

当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療

養上の世話を行うことを目的とし、施設の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、

施設の概要、サービスの内容や利用料金等について説明するものです。 

  

１. サービスを提供する事業者 

名  称 社会福祉法人 おもと会 

所 在 地 沖縄県那覇市字天久１０００番地 

電 話 番 号 ０９８－８６７－７０１０ 

代表者氏名 理事長 石井和博 

設 立 年 月 昭和４７年５月９日 

 

２. 利用施設 

事業所の種類 
指定介護老人福祉施設（広域型） 

事業所番号（沖縄県４７７０１０１８１６号） 

事業所の名称 特別養護老人ホーム おもと園 

事業所の所在地 沖縄県那覇市字天久１０００番地 

連 絡 先 
電話番号：０９８－８６７－７０１０ 

ＦＡＸ：０９８－８６７－７０１７ 

管 理 者 施設長 呉屋徹 

定   員 ８０名 

開設年月日 昭和６３年２月１日 

 
３．サービスに係る施設・設備等の概要 

（１）施設 

建物 
構 造 

鉄筋コンクリート造 １３階建 

（耐火建築物）（耐震構造） 

施設占有面積 ４６６２.５㎡（１階、２階、４階、５階部分） 

 

（２）主な設備 

 部屋数 備  考 

共同生活室 ８室 １室平均：５０.９㎡（３０畳） 

居室（内トイレ） ８０室 １室平均：１７．２㎡（１０畳）（内トイレ３.６㎡） 

廊下幅  １.８ｍ以上 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、施設・設備を設置しています。 
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４．サービスの目的・運営方針 

目 的 

・当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画

に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、

機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする。 

運営方針 

・施設は入所に対し、入所前の居宅における生活と入所後の生活が連続したも

のとなるよう配慮しながら、入所者同士が社会的相互作用を築けるように支

援し、自律的な生活を営むことができるサービス提供を基本とする。 

・入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰

を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上

の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上

の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるようにすることを目指す。 

・施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を

行うように努める。 

・施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、サービスを提供す

るに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用する。また、

市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者、その他の保

健医療サービス又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

・施設は、事業の提供終了に際しては、入所者又はその代理人（以下「家族」

という。）に対して適切な指導を行う。 

・施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。 

 

５．サービス提供職員の設置状況と職務内容 

【施設入所支援】 

職種 
常勤換算 

（規定数） 
職務内容 

管理者 
１人 

（常勤 1） 

従業者及び業務の実施状況の把握、その他の業務管理を一

元的に行うとともに、法令等において規定されている事業

の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項にお

いて指揮命令を行う。 

医師 １人以上 入所者の診療及び施設の保健衛生の管理指導に従事する。 

介護支援専門員 
１人以上 

（常勤１） 

施設サービス計画の原案を作成するとともに、必要に応じ

て変更を行う。 

生活相談員 
１人以上 

（常勤１） 

入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把

握に努め、入所者又は身元引受人（家族等）の相談に応じ

るとともに、必要な助言その他の援助を行う。 
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介護職員 
２７人以上 

（常勤８） 

利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立と日常生活の充

実に資するよう、適切な技術をもって行う。 

看護職員 
３人以上 

（常勤１） 

医師の診療補助及び医師の指示を受けて入所者の看護、施

設の保健衛生業務に従事する。 

栄養士又は、 

管理栄養士 

１人以上 

（常勤１） 

入所者に提供する食事の管理、入所者の栄養指導に従事す

る。 

機能訓練指導員 
１人以上 

（常勤１） 
入所者の機能回復、機能維持及び予防に必要な訓練を行う。 

 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定介護福祉施設サービスを提供す

る職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

※ 常勤換算とは・・ 

  職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定

勤務時間数（例：週４０時間）で除した数です。 
 
 

(ア) 各職種の勤務体系 

職 種 勤 務 体 系 

管理者 ８：３０～１７：３０ 

医師  ９：００～（１回２～３時間、週２回程度） 

介護職員 ８：３０～翌日８：３０（２４時間シフト制） 

看護職員 ７：３０～１９：００（シフト制） 

機能訓練指導員 ８：３０～１７：３０（シフト制） 

生活相談員 ８：３０～１７：３０ 

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０ 

※シフト制となっており、週休に関しては曜日固定ではありません。 

 

６．営業日等 

【施設入所】 

営業日及び営業時間 
営業日：２４時間 ３６５日 

事務所：午前８時３０分～午後５時３０分 

主たる対象者 
入居条件：要介護度３以上の方 

ショートステイ利用：介護保険の要支援１以上 
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７．利用料金とサービス提供の概要 

<サービスの概要> 

全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所の介護支援専門員が

作成し、説明を行なった上で、同意をいただきます。なお、同意を頂いた「個別支援計画」

の写しは利用者に交付いたします。また、必要に応じて随時「個別支援計画」の見直しを行

います。 

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

５ページ下段、（１）「介護保険の基準介護サービス」の項目をご参照ください。なお、

利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

７ページからの「介護保険の基準外サービス」の項目をご参照ください。 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算しご請求しますので、当月末まで

に以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービスに関す

る利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 

ア．窓口での現金支払（原則月曜～金曜 ９：００～１７：００） 

イ．下記指定口座への振り込み 

  沖縄銀行  本店 普通預金２１３２５２４ 

ウ．金融機関口座からの自動引き落とし 

  ご利用できる金融機関：本人名義の口座（郵貯も可） 

 

（１）「介護保険の基準介護サービス」（契約書第３条参照）＊ 

サービスの種類 サービスの内容 

相談及び援助 

・常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、

入所者又は、家族等の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助

を行うものとする。 

機能訓練指導 

・機能訓練指導員は、入所者に対し、施設サービス計画に基づいてその心

身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を回復し、又はそ

の減退を防止するための訓練を行う。 

看取りの実施 

・当施設では『おもと園看取り介護指針』に基づき、『看取りケア』を実 

施しております。看取りケアについては、主治医による『看取り期であ 

る』という診断に基づき、ご家族様の治療方針によって、ケア実施に関 

するご相談をさせていただきます。 
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サービスの種類 サービスの内容 

食 事 

・食事の提供に当たっては、食品の種類及び調理方法について常に工夫し、

栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した献立により、入所者

の生活習慣を尊重した適切な時間に実施するものとする。 

・入所者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について

必要な支援を行うとともに、入所者がその心身の状況に応じてできる限

り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保するものとす

る。 

・疾病等を有する者には、医師の指示によりその症状に適した献立及び調

理により食事を提供する。 

・食事の提供は、入所者が相互に社会的関係を築くことができるよう、そ

の意思を尊重しつつ、入所者が共同生活室で食事が摂れるよう支援し、

共同生活室で食事を摂ることができない入所者にあっては、居室に配膳

し必要な食事補助を行うものとする。 

・入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行う。 

介 護 

・介護職員は、各ユニットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、自

律的な日常生活を営むことを支援するよう、入所者の心身の状況等に応

じ、次の各号に掲げる事項を適切な技術をもって行うものとする。 

 ①入所者の日常生活における家事を、入所者がその心身の状況等に応じ 

て、それぞれの役割を持って行うための適切な支援 

 ②身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、 

週 2回以上の適切な方法による入浴の機会の提供（入浴が実施でき 

ないときは清拭） 

 ③排泄の自立についての必要な支援 

 ④おむつ使用者について排泄の自立を図りつつ、適切な取り替え 

 ⑤離床、着替え、整容等の日常生活上の行為の適切な支援 

 ⑥月 1回程度の理髪 

健康管理 

・施設は、常に入所者の健康の状況に注意し必要に応じて健康保持のため

の適切な措置をとる。 

①施設は、入所者の健康の状況に注意するとともに、年２回以上の定期

健康診断を実施します。 

②入所者が負傷または軽度の疾病にかかったときは、施設内で治療を受

けることができるよう配慮します。 

③医師の入所者に対する診療業務は最低限週 1回とする。但し、緊急 

の場合は前項の規定に拘らず診療が受けられるように措置を講ずる。 

④入所者に入院の必要な事態が生じた場合には、速やかに別に定める 

病院等に引き継ぐものとする。 
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＜サービス利用料金（１日あたり）＞（契約書第６条参照） 

ご契約者の負担割合と要介護度に基づいたサービス利用料金（自己負担額）、各種加算、 

負担限度額に基づいた居住費・食事に係る標準負担額の合計金額をお支払い下さい。 
 
 

※別紙料金表参照 
 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担

額を変更します。 

☆ ご契約者が、６日以内の入院又は外泊をされた場合は、下記の通り『外泊加算』をお支

払いいただきます。（契約書第２４条参照） 

◇１日あたり２４６円、最長６日間 １,４７６円 

 ※但し、ショートステイご利用者へ居室を提供していただいた際は、外泊加算の算定は 

 行いません。 

◇当施設の居住費・食費の負担額（ショートステイを含む） 

 世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）は、施設利用料・ショー

トステイの居住費（滞在費）・食費の負担が軽減されます。 
 

（２）（１）以外のサービス（契約書第４条、第５条参照） 

「介護保険の基準外サービス」 

サービスの種類 サービスの内容 金 額 

食事サービス 

※特別な食事（酒を含みます。） 

ご契約者のご希望に基づいて特別な食事をご用意

致します。（予め栄養士までご相談下さい。） 

要した費用 

理髪サービス 
月に１回、理容師の出張による理髪サービス（調

髪）をご利用いただけます。 

1回あたり 

１，０００円 

美容サービス 
月に１回、美容師の出張による美容サービス（パ

ーマ、染髪）をご利用いただけます。 
要した費用 

複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつ

でも閲覧できますが、複写物を必要とする場合に

は実費をご負担いただきます。 

1枚 １０円 

領収書の再発行 

利用料領収書の紛失等により、利用料領収書の再発

行が必要となった場合、領収書の再発行はできませ

んが、代わりに支払証明書を発行させていただきま

す。その場合、実費をご負担いただきます。 

1枚 ５５０円 

レクリエーション・

クラブ活動 

創作的活動及び社会活動を行う上でかかる費用で

負担して頂くことが適当であるものに係る費用を

いただきます。 

材料代等の費用 
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日常生活上必要とな

る諸費用 

日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費用

で、負担いただくことが適当であるものにかかる

費用を負担いただきます。 

①日用品費 ②保健衛生費 ③教養娯楽費 

※日用消耗品については、ご使用状況により差額

分をご負担いただく場合がございます。 

※オムツ代は介護保険給付対象となっていますの 

でご負担の必要はありませんが、当施設で使用し 

ているオムツ以外(単価の高いオムツ等)のご要望 

に関しては、差額分をご負担いただきます。 

要した費用 

 

主な行事等（社会状況や入居者状況等により、開催されない事もあります） 

 行事とその内容 備考 

５月 浜下り 参加者は一部実費を頂きます。 

６月 社会見学 家族報告会 参加者は一部実費を頂きます。 

７月 ショッピング 参加者は一部実費を頂きます。 

８月 納涼祭 参加家族の飲食代は実費を頂きます。 

９月 新百歳・カジマヤー・トーカチ 該当者・参加家族の飲食代は実費を頂きます。 

１１月 ショッピング 参加者は一部実費を頂きます。 

１月 初詣 参加者は一部実費を頂きます。 

２月 生年祝 該当者・参加家族の飲食代は実費を頂きます。 

 

その他 

※ 契約書第２１条に定める所定の料金 

ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から、現実に居

室が明け渡された日までの期間に係る料金をお支払いいただきます。 

ご契約者の要介護度 

 料金（日額） 

要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 

７，９３０円 ８，６２０円 ９，２９０円 

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあり

ます。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2か月前までにご

説明します。 

※ 貴重品の管理 

ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用できます。詳細は、以下の通りです。 

（１）管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

（２）お預かりするもの：預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、年金証書 

（３）保管管理者：施設長 保管担当者：総務課 出納責任者：医療福祉課 

（４）出納方法：手続きの概要は以下の通りです。  
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①預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出し

ていただきます。 

②保管管理者は上記届出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。 

③保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しをご契約者へ交付します。 

 

（４）入居中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入

院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保

証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるもので

もありません。） 

 協力医療機関 

医療機関の名称 大浜第一病院 

所在地 那覇市字天久１０００番地 

診療科 
内科・循環器科・泌尿器科・外科・整形外科・脳外科・眼科・ 

リハビリ科・皮膚科・婦人科・歯科口腔外科 

※上記以外の医療機関または診療科に受診を希望される場合は、担当職員までご相談く

ださい。 

 

８．施設を退居していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような

事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に

該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退居していただくこと

になります。（契約書第１５条参照） 

① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が要介護３以下と判定された場合。 

② 事業者が解散、破産した場合。又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合。 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合。 

④ 施設が介護保険の指定を取り消された場合。又は指定を辞退した場合。 

⑤ ご契約者から退居の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥ 事業者から退居の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（１）ご契約者からの退居の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第 16条第 17条参照） 

  契約の有効期間であっても、ご契約者が当施設からの退居を申し出ることができます。

その場合には、退居を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退居することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。 

② ご契約者が入院された場合。 

③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉

施設サービスを実施しない場合。 
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④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい

重大な事情が認められる場合。 

⑥ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷

つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。 

 

（２）事業者からの申し出により退居していただく場合（契約解除）（契約書第 18条参照） 

以下の事項に該当する場合には、当施設からの申し出により退所していただくことがあり

ます。 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しが

たい重大な事情を生じさせた場合 

② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為

を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた

場合 

④ ご契約者が連続して３か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれ

る場合もしくは入院した場合 

⑤  ご契約者が介護老人保健施設に入居した場合もしくは介護療養型医療施設

に入院した場合 

⑥  ご契約者及び後見人並びに家族等が、事業者又はサービス従事者に対し、禁止行為

を繰り返す等、契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合。 

（契約書第１０条１１条参照） 

   

＊契約者が病院等に入院された場合の対応について＊（契約書第 20条参照） 

当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６日以内に退院された場合は、退院後再び施設に入所することができます。 

但し、入院期間中であっても、所定の利用料金をご負担いただきます。 

    １日あたり  ２４６円 

 

① 検査入院等、６日間以内の短期入院の場合 

３ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所することができます。 

②７日間以上３ヶ月以内の入院の場合 
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〈入院期間中の利用料金〉 

  上記、入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される費用の一部をご負担

いただくものです。 

  なお、ご契約者が利用していたベッドを短期入所生活介護に活用することに同意いただ

く場合には、所定の利用料金をご負担いただく必要はありません。 

 

（３）円滑な退居のための援助（契約書第 19条参照） 

   ご契約者が当施設を退居する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の

心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な以下の援助をご

契約者に対して速やかに行います。 
 

○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

○居宅介護支援事業者の紹介 

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 
 

９．利用者の記録保存及び情報の管理（秘密保持）等 

（１）施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 

（２）施設は、利用者に対する事業の提供に関する次の各号に定める記録を整備し、その

完結の日から 5年間保存するものとする。また、利用者またはその家族からの申出

があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対し

てこれを開示し、利用者又はその代理人が希望する場合には、実費でその複写物を

交付するものとする。（閲覧、複写対応可能時間 午前９：００～午後１６：００） 

また、保存すべき記録は次のとおりである。 

①施設サービス計画 

②具体的なサービスの内容等の記録 

③身体的拘束等の様態及び時間、その際の利用者の心身状況並びに、緊急時 

やむを得ない理由の記録 

④市町村への通知に係る記録 

⑤苦情の内容等の記録 

⑥事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（３）施設は、入所に際して入所の年月日並びに入所している施設の種類及び名称、退所

に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載する。 

（４）利用者の個人情報については、個人情報保護法に沿った対応を行います。但し、市

町村及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意（「個人情報使用同

意書」による）に基づき情報提供を致します。 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。 

③３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 
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①施設は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及

び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 

②施設は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるととも

に、退職後も業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業

者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用

契約の内容とする。 

③施設は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用

者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意をあらか

じめ文書により得るものとする。 

 

１０.緊急時における対応 

施設において、サービス提供を行っている際に入所者の病状の急変が生じた場合は、速や

かに配置医師及びあらかじめ定めている協力医療機関へ連絡及び必要な措置を講じます。 

利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに身元保証人や医療機関への連絡等を行います。 

利用者のかかりつけ医療機関 

医療機関名：大浜第一病院 

所 在 地：那覇市字天久１０００ 

電 話 番 号：０９８－８６６－５１７１ 

 

１１．事故発生時の対応 

施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものと 

する。 

（１）事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備する。 

（２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が

報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。 

（３）事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）及び従業者に対する研修を定期的に行う。 

（４）前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

２ 施設は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、市町

村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとする。 

３ 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。 

４ 施設は、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行うものとする。 

（１）損害賠償について（契約書第１２条、１３条、１４条参照） 

   当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速や 

かにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 
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   ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約

者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任

を減じる場合があります。 

 

１２．苦情の受付について（契約書第２６条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口（担当者）生活相談員 田場 貴子・照屋 豊晶 

   ○受付時間   毎週月曜日～金曜日  ８：３０～１７：３０ 

    電話番号   ０９８－８６７－７０１０ 

また、苦情受付ボックスを 1階に設置しています。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

那覇市役所 

ちゃーがんじゅう課 

所在地  那覇市泉崎１－１－１ 

電話番号：８６２-９０１０  ＦＡＸ：８６２－９６４８ 

受付時間：８：３０～１７：００ 

沖縄県 

国民健康保険団体連合会 

所在地    那覇市西３丁目１４番１８号 

電話番号：８６３－２３２１  ＦＡＸ：８７５－６７５８ 

受付時間：８：３０～１７：００ 

沖縄県社会福祉協議会 

所在地    那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 

電話番号：８８７－２０００ ＦＡＸ：８８７－２０２４ 

受付時間：８：３０～１７：００ 

 

１３.利益供与の禁止 

施設及び従業者、利用者の紹介が中立公正に行われるよう、居宅介護支援事業者等及びそ

の従業員から利用者の紹介及び施設からの退居者を紹介することの対償として金品その他

の財産上の利益の供与及び収受を行わないものとする。 

 

１４.衛生管理 

・施設は利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとする。 

・施設において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるも

のとする。 

（１）施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね 6月に 1回以上開

催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

（２）施設における感染症の予防及び、まん延の防止のための指針を整備し、従業者に対

し、感染症の予防及び、まん延の防止のための研修、訓練を定期的に実施する。 
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（３）清潔で快適な生活が送れるよう、居室内の定期的な清掃を行い、適切な環境整備（シ

ーツ交換、ごみ捨て、洗濯、室温管理、換気等）を行うものとする。 

（４）（１）から（３）までのほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われ

る際の対処等に関する手順に沿った対応を行うものとする。 

 

１５.研修 

施設は、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、 

業務体制を整備する。 

（１）継続研修：特養に係る必須研修。 

（２）専門的分野の研修：職能団体等が主催する各研修会、研究発表会。 

（３）採用時研修 採用後１ケ月以内。 

（４）キャリアアップ研修：法人内研修センター、外部研修。 

（５）上記の研修を年間事業計画に盛り込むものとする。 

 

１６.認知症ケア  

施設は、認知症状のある利用者の個性を尊重するケアのため次の取組みを行うもの 

とする。 

（１）利用者に対する認知症ケアの方法等について、養護者に情報提供し、共に総合的な

アセスメントを踏まえ本人の自由意志を尊重したケア（パーソン・センタード・ケア）

を実践する。 

（２）利用者の現在の生活やこれまでの生活について知り、一日の生活リズムや本人のペ

ースを踏まえた臨機応変な支援を行なう。 

（３）利用者に継続的に関わることで、様子や変化をとらえ、介護者及び介護支援専門員、

他の福祉サービス事業者や医療機関と共有することで、多職種協働によるよりよいケ

アの提供に貢献する。 

（４）「認知症は進行していく疾患」であることを踏まえ、専門性と資質向上を目的とし

た定期的な研修等を開催し、認知症に関する正しい知識やケアを習得する。 

（５）認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じる。（医療・福祉関係の

資格を有さない介護従業者を対象として） 

 

１７． 虐待の防止について 

施設は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

(１)虐待防止に関する責任者を選定しています。 
 

虐待防止に関する責任者 （施設長）呉屋 徹 

 

（２）虐待の防止のための指針を整備しています。 
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（３）虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うもの

を含む。)を設置し、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証、再発防止策の検討な

どを行い、その結果を従業者に周知徹底を図ります。 

（４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

（５）成年後見制度の利用を支援します。 

（６）苦情解決体制を整備しています。 

   

１８.ハラスメントへの対策 

 介護サービスの円滑な利用を目指し、当施設ではハラスメント対策を実施しています。  

（１）身体的暴力 

身体的への攻撃をもって、危害を及ぼす行為。  

（２）精神的暴力 

個人の尊厳や人格を態度によって傷つけたり、貶めたりする行為。 

（３）セクシャルハラスメント 

意に沿わない性的誘いかけ、好意的な態度の要求等、性的な嫌がらせ行為。 

上記のような職員へのハラスメントは、固くお断りします。 ハラスメント等により、 

サービスの中断や契約を解除する場合があります。 事業所の快適性、安全性を確保

するためにもご協力をお願いします。 

 

１９． 身体拘束等の適正化について 

 施設は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場 

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。緊急やむを得ず身体 

拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得 

ない理由を記録するものとする。 

２ 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を 3月に 1回以上開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（３）従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 
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２０.サービス提供における事業者の義務（契約書第８条、第９条参照） 

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

（１）ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

（２）ご契約者の体調、健康状態を、医師又は看護職員と連携のうえ、ご契約者か

ら聴取、確認します。 

（３）事業者は、感染症や非常災害の発生時において、ご契約者に対するサービスの提供

を継続的に実施又は、非常時の体制で早期の業務再開を図る為の具体的計画を策定し、

必要な措置を講じます。非常災害に備えるため、ご契約者に対して、定期的に避難、救

出その他必要な訓練を行うものとします。 

（４）事業者及びサービス従事者は、ご契約者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護する為緊急やむを得ない場合を除き、ご契約者に対する身体的拘束その他行

動を制限する行為を行いません。 ただし、緊急やむを得ない場合には、記録を記

載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

（５）ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日３０日前までに、要介

護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。 

（６）ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、完結した日から５年間

保管するとともに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付

します。 

（７）事業者は、ご契約者に当該指定介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金

品その他の財産上の利益を供与することを固く禁じます。 

（８）事業者及びサービス従事者は、サービスを提供するにあたって知り得たご契

約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘

義務）ただし、ご利用者に緊急な医療上又はサービス担当者会議等において必要性があ

る場合には、医療機関等にご利用者の心身等の情報を提供する事があります。またご利

用者の円滑な退所のための援助を行う場合にも、ご利用者に関する情報を提供する事が

あります。（別紙『個人情報の利用目的』について） 

（９）事業者は虐待の発生又はその再発を防止する為に、厚生労働省の定める規定に添い、  

虐待防止の為の委員会設置、従業員への研修、虐待が疑われる事案が発生した場

合の報告・再発防止の為の協議を速やかに実施します。 

 

２１．施設利用にあたっての留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、

安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 
 

（１） 荷物等の持ち込みについて 

居室内へチェストを準備しております。衣類等はチェストに入る分のみ持ち込みを

お願いします。 
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（２） 持ち込みの制限 

入所にあたり、以下のものは原則として持ち込むことができません。 

火気類・刃物類・ペット・電熱器 

（３）面会 

    面会時間   ９：００～１６：００  

    ※来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。 

    ※なお、来訪される場合、食事の持ち込みはご遠慮ください。 

（４）外出・外泊（契約書第２４条参照） 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

但し、外泊については、最長で月 6日間とさせていただきます。 

（５）食事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合 

には、重要事項説明書 ５（１）に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。 

（６）施設・設備の使用上の注意（契約書第 10条 11条参照） 

①居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

②故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊し 

たり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、

又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

③ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められ

る場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとし

ます。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行い

ます。 

④貴重品の管理 

貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。自己管理のできない利用

者につきましては貴重品を施設に持ち込まないようお願いします。 

 

【施設内の禁止事項】 

入所者又は家族は、施設内で次の行為をしてはならない。 

（１）信仰は自由ですが、宗教や習慣上の相違で他人を排撃し、又は自己の利益のため

に個人の自由を束縛すること。 

（２）暴行、口論、泥酔、他者に対しての継続的な迷惑行為。 

（３）敷地内での火気の使用（喫煙含む）、施設の許可なく刃物類を所持すること。 

（４）施設内の秩序、風紀を乱す行為、安全衛生を害すること。 

（５）入所者、職員に対してのハラスメント行為、カメラなどでの撮影行為、その他、

本法人の諸規程で定められていることに違反すること。 
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２２．身元引受人 【残置物引取人】 （契約書第２２条２３条参照） 

入所契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品(残置物)をご契約者自身が引

き取れない場合に備えて、契約締結にあたり「残置物引取人」を身元引受人にお願いしてい

ます。 当施設は、｢残置物引取人｣に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 また、

引渡しにかかる費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただきます。 

 

２３．身元保証人（契約書第２３条参照） 

身元保証人となる方については、本契約から生じるご契約者の債務について、極度額７５

万円の範囲内で連帯してご負担いただきます。その額は、ご契約者が亡くなったときに確定

し、生じた債務について、ご負担いただく場合があります。 

連帯保証人からの請求があった場合には、本会及び施設は、連帯保証人の方に利用料等の

支払い状況、滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供

します。 

 

２４． 災害時の対策 

施設は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作 

成し、防火管理者を定め、年 2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を実施し、内 1回

以上は夜間を想定した訓練を行うものとする。 

２ 施設は、前項の訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める

ものとする。 

３ 施設は、常に施設と地域社会との連携が図られ、非常災害時において地域住民の協力が

得られる体制づくりに努めるものとする。 

４ 施設は、非常災害に備えるために、非常用食料等の必要な物品の備蓄を最低 3日分整備

することとする。 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

平時の訓練 
・別途に定める、消防計画書に則り、年２回、避難・防災訓練を、

利用者の方も参加して実施します。 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・ガス漏れ報知機  有  ・非常通報装置   有 

・非常用電源    有  ・スプリンクラー  有 

・室内防火栓    有   

・カ－テン等は防炎性能のある物を使用しています。 

・震災に備えての備蓄（食料・飲料水 3日分） 

（その他、懐中電灯等） 

消防計画 
消防署への届出日：平成 29年 11月 

防火管理者   ：吉山盛人 

保険加入 

事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

加入保険内容：施設事業者特約保険 
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   年  月  日 

 

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明・交付を

行いました。 

 

指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホームおもと園 

 

説明者職名：生活相談員  氏名            印 

                 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明・交付を受け、指定介護福祉施設 

サービスの提供開始に同意しました。 

 

ご契約者住所  

                 

氏名              印 

 

 

身元引受人住所 

 

      氏名              印 

 

     本人との続柄 

 

 

※この重要事項説明書は、厚生省令第 39号（平成 11年 3月 31日）第 4条の規定に基づき、

入所申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 

※  附則 この重要事項説明は、平成２１年 ４月 １日より施行する。 

附則 この重要事項説明は、平成２１年１１月 １日より施行する。 

附則 この重要事項説明は、平成２４年 ４月 １日より施行する。 

附則 この重要事項説明は、平成２７年 ４月 １日より施行する。 

附則 この重要事項説明は、平成２７年 ８月 １日より施行する。 

附則 この重要事項説明は、平成２９年 ４月 １日よし施行する。 

附則 この重要事項説明は、平成３０年 ４月 １日より施行する。 

附則 この重要事項説明は、令和 元年１０月 １日より施行する。 

附則 この重要事項説明は、令和 元年１１月 １日より施行する。 

附則 この重要事項説明は、令和 ４年 ４月 １日より施行する。 

附則 この重要事項説明は、令和 ６年 １月 ４日より施行する。 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

 

１．施設の概要 

（１）併設事業 

  当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

[短期入所生活介護]平成１２年４月１日指定   

沖縄県４７７０１０１８１６号  空きベッド利用 

（２）施設の周辺環境及び特徴 

①おもと園は、街の中心地に設置されており、利用者は、疎外感をいだくことなく社会

生活の息吹をじかに感じながら日常生活の介護が受けられます。 

②おもと園は、同一建物内にある大浜第一病院の協力により、利用者は福祉サービスと

医療サービスが総合的に受けられ、健康の保持・増進がはかられ、“やすらぎと生き

がい”を育むことができます。また、ご家族も安心です。 

 

２．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成す

る「施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

｢施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成及びその変更は次の通り行います。（契約書

第２条参照） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族

等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。  

③施設サービス計画は、３か月（※要介護認定有効期間）に１回、もしく

はご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを

確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、

施設サービス計画を変更します。  

④施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付

し、その内容を確認していただきます。  

①当施設の介護支援専門員（ケアマネージャー）に施設サービス計画の原案作成や

そのために必要な調査等の業務を担当させます。 


